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第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに 

資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、①三井住友ファイナンス＆リース株式会社（以下「割当予定

先」といいます。）との間で、第三者割当の方法により発行価額約30億円の種類株式（以下「本種類株式」

といいます。）を発行すること（以下「本種類株式発行」といいます。）、及び割当予定先との間で、割当

予定先が本種類株式を引き受けること等に関する投資契約（以下「本投資契約」といいます。）を締結す

ること、②本種類株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと、並びに③資本金の額及

び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

なお、本種類株式発行につきましては、2021年３月25日（木）開催予定の臨時株主総会（以下「本臨

時株主総会」といいます。）において、上記の本種類株式の発行に係る議案、及び定款の一部変更に係る

議案の承認が得られること等を条件としており、また、資本金の額及び資本準備金の額の減少は、本種

類株式発行の効力が生じることを条件としております。 

 

記 

 

I. 第三者割当による本種類株式の発行 

１．本種類株式の概要 

（１） 払込期日 2021年３月 31日 

（２） 発行新株式数 Ａ種種類株式 3,000株 

（３） 発行価額 １株につき 1,000,000円 

（４） 調達資金の額 30億円 

（５） 募集又は割当方法 

  （割当予定先） 

第三者割当の方法により、三井住友ファイナンス＆リース株式会

社に全株式を割り当てます。 

（６） その他 詳細は別紙Ⅰ「Ａ種種類株式発行要項」をご覧ください。 

 

Ａ種種類株式の優先配当率は、発行後２年間は 7.5％、その後

は 10.0％に設定されており、Ａ種種類株主は普通株主に優先し

て配当を受けることができます。ある事業年度において、Ａ種種

類株主への優先配当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度



以降に累積します。Ａ種優先株主は、当該優先配当に加え、当社

普通配当を受けることができません。 

Ａ種種類株式には議決権はなく、譲渡制限が付されておりませ

んが、2028年９月 30日までの期間中、本投資契約上、割当予定

先は、当社の事前の承諾がない限り、Ａ種種類株式を第三者に譲

渡等することができないこととされております。但し、本投資契

約に定める義務の違反等があった場合には、当該期間中であって

も、割当予定先は、Ａ種種類株式の譲渡等を行うことができます。 

また、Ａ種種類株式には、金銭を対価とする取得条項並びに金

銭及び普通株式を対価とする取得請求権が付されております。 

日割未払優先配当金額及びＡ種累積未払配当金相当額が存在

しない状態ですべてのＡ種種類株式について普通株式を対価と

する取得請求権が行使された場合における最大の希薄化率は約

124.9％となります。 

Ａ種種類株式の当初取得価額は 365円です。 

当社と割当予定先は、本投資契約において、金銭を対価とする

取得請求権は、2028年３月 31日以降又は本投資契約に定める義

務の違反等があった場合にのみ行使可能であること、また、普通

株式を対価とする取得請求権は、2028年９月 30日以降又は本投

資契約に定める義務の違反等があった場合にのみ行使可能であ

ることを合意しております。 

なお、本種類株式発行につきましては、本臨時株主総会におい

て、本種類株式の発行に係る議案、及び定款の一部変更に係る議

案の承認が得られること等を条件としております。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１） 資金調達の主な目的 

当社グループは、施設のスタイルにこだわらず、東京23区及び政令指定都市を中心とした利便性

の高い場所で挙式披露宴施設を展開しております。当社とともに、店舗・オフィスの設計施工、オ

ーダーメイドの建築用コンテナの企画・販売・施工、世界各地の建材・古材の販売等建築不動産に

関するソリューションを提供し、またグループ内施設の内装工事、施設管理を担う株式会社渋谷を

主軸としてグループ経営を推進する体制を強化し、連結業績の最大化に向け継続して取り組んでお

ります。 

当社グループの主力事業が属するブライダルマーケットにおいては、株式会社矢野経済研究所発

行の2020年版ブライダル産業年鑑によると、2019年の挙式披露宴市場規模は1兆3,640億円（前年比

99.6％）であり、ターゲット顧客層とする結婚適齢期人口の減少、未婚率の上昇等の要因から、2014

年以降緩やかな縮小傾向にあります。また当社の推計では、上記の要因から、今後10年間は１兆円

強の市場規模を維持しつつも、引き続き緩やかな縮小傾向を辿るものと予測しております。 

このような事業環境のなか、当社グループにおいては市場規模縮小の影響を最小限に抑えるため

の出店戦略、衣裳や装花等結婚式に係る主要アイテムの内製化、営業戦力の平準化を図る仕組みの

構築、また、有名キャラクターとのコラボレーションによる独自集客等の戦略によって、2016年３

月期以後、増収増益を継続し、2020年３月期においては過去最高益の更新を見込んでおりました。 



しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、2020年３月に予定されていた挙式・

披露宴の多くが日程変更となったことにより、2020年３月期の売上高が大幅に減少し、2020年３月

期業績予想の下方修正を余儀なくされました。さらに2020年４月、新型コロナウイルス感染症拡大

に伴う緊急事態宣言の発令及び５月にはその延長を受け、お客様、従業員の安全、感染症拡大防止

の社会的責任を優先すべきと考え、同期間中においては運営する全施設を臨時休業いたしました。

その後、緊急事態宣言は解除されたものの、2020年７月から８月にかけて、また同年12月以降に感

染者数が再び増加傾向に転じ、2021年１月には二度目の緊急事態宣言が発令されたことによる影響

から、2021年３月期中に予定されていた挙式・披露宴の多くが2022年３月期以降へ日程変更となっ

ております。 

その結果、2021年３月期の売上高は大幅に減少する見込みとなり、営業損益、経常損益、親会社

株主に帰属する当期純損益のいずれも赤字になるものと予想されます。また、2020年９月末時点に

おける純資産額は47億円（2020年３月期末時点より27億円の減少）となり、自己資本比率は17.4％

（2020年３月期末時点においては32.2％）と過少な状況となりました。 

このような状況を踏まえ、当社では、広告宣伝費・家賃・人件費等のコスト削減に取り組むとと

もに、金融機関からの借入等による資金調達を実施してまいりました。また、2020年７月には、シ

ンジケート方式による極度金額60億円のコミットメントライン契約を締結、同年８月には、ＳＢＩ

ファイナンシャルサービシーズ株式会社に対する第三者割当増資により６億円の調達を行いまし

た。2020年12月末時点における現金及び預金は53億円、コミットメントライン契約の未実行残高は

50億円となっており、充分な手元資金を確保しております。しかしながら、新型コロナウイルス感

染症の収束時期が未だ予測困難であることから、業績を回復・改善させるには一定期間を要するこ

とが見込まれ、このような先行き不透明な状況においては、手元流動性の確保とともに、さらなる

資本の増強と財務基盤の強化を図る必要があると判断し、本種類株式発行による資金調達の実施を

決議いたしました。 

 

（２） 本種類株式による資金調達を実施する理由 

当社は、今回の資金調達を実施するにあたり、金融機関からの借入、社債発行、公募増資、第三

者割当による新株予約権発行等の資金調達手段を比較検討した結果、第三者割当による種類株式の

発行を行うことが最適であるとの結論に至りました。以下は、本資金調達方法を選択した具体的な

検討内容であります。 

金融機関からの借入につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響の長期化

に備え、2020 年４月から９月の６ヶ月間で、既に民間金融機関等から 75 億円の借入を実施、また

同年７月には融資枠としてシンジケート方式による極度金額 60 億円のコミットメントライン契約

を締結しております。今回さらに金融機関からの借入や劣後ローン等、負債性の資金調達を実施す

ることは、負債をさらに増加させ、さらなる自己資本比率の低下を招くことから、今回の資金調達

方法としては適切でなく、自己資本比率を増加させるような資本性のある資金調達が必要であると

考えました。 

また、資本性のある資金調達のうち、①普通株式発行による公募増資、第三者割当は、一度に資

金を調達できる反面、一株当たりの利益の希薄化が一時に発生するため株価への影響が大きくなる

こと、②第三者割当増資による新株予約権の発行は、当社を取り巻く経営環境や当社の財務状況等

を勘案すると、調達予定額の確保に不確実性があること等から、適切ではないと判断いたしました。 

一方で種類株式の発行は、普通株式の即時の希薄化を抑制しつつ、当社が希望する時間軸で必要

資金を迅速かつ確実に調達し、同時に財務体質の安定化も図ることができること等の理由から、本



種類株式による増資が最適な資金調達方法であると判断いたしました。 

なお、本種類株式には当社普通株式を対価とする取得請求権が付されておりますが、下記「（３）

本種類株式発行による普通株式の希薄化について」に記載のとおり、将来の取得請求権行使による

当社普通株式の増加に伴う希薄化を極力抑制するための措置を講じており、この点も考慮の上、上

記の判断をしております。 

 

（３） 本種類株式発行による普通株式の希薄化について 

 本投資契約には、割当予定先による当社普通株式を対価とする取得請求権の行使に関する規定が

設けられており、当該請求に基づき当社普通株式の交付がなされた場合には、当社普通株式につい

て相当規模の希薄化が生じる可能性があります。しかしながら、本種類株式につきましては、将来

の取得請求権行使による当社普通株式の増加に伴う希薄化を極力抑制するため、以下に掲げる措置

を講じております。 

 

① 当社普通株式を対価とする取得請求の制約について 

割当予定先による当社普通株式を対価とする取得請求権の行使に関しては、本投資契約におい

て、下記のいずれかの事由が発生するまでは、取得請求権を行使できないこととされております。 

（i） 2028年９月 30日が経過している場合 

（ii） 当社に本投資契約に定める義務の違反等があった場合（この点についての主な内容は下記

「（５）割当予定先との本投資契約における合意について」に記載しております） 

 

② 議決権 

 本種類株式には法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会における議決権を有さず、当社

普通株式の議決権の希薄化に配慮した設計としております。 

 

③ 金銭を対価とする取得条項 

当社は、2023年４月１日以降いつでも、当社の取締役が別に定める日（以下「金銭対価償還日」

といいます。）が到来することをもって、割当予定先に対して、金銭対価償還日の 14日前までに

書面による通知を行った上で、当該金銭対価償還日における分配可能額を限度として、法令の許

容する範囲内において、金銭と引き換えに本種類株式の全部又は一部を取得することができます。 

 

（４） 本種類株式の概要 

 本種類株式については、上記「（３）本種類株式発行による普通株式の希薄化について」に記載

の各内容が定められているほか、以下の内容が定められております。 

 

① 配当 

Ａ種種類株式の優先配当率は、発行後２年間は 7.5％、その後は 10.0％に設定されており、Ａ

種種類株主は普通株主に優先して配当を受けることができます。ある事業年度において、Ａ種

種類株主への優先配当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度以降に累積します。Ａ種優

先株主は、当該優先配当に加え、当社普通配当を受けることができません。 

 

② 譲渡制限 

本投資契約において、Ａ種種類株式には 2028年９月 30日までの期間中、譲渡制限が付されて



おり、当該期間中における譲渡等については、当社の事前の承諾が必要となります。但し、本

投資契約に定める義務の違反等があった場合には、当該期間中であっても、割当予定先は、Ａ

種種類株式の譲渡等を行うことができます。 

 

③ 金銭を対価とする取得請求権 

割当予定先に対する金銭対価の取得請求が定められており、当該取得請求権の行使に関して

は、本投資契約において、下記のいずれかの事由が発生するまでは、取得請求権を行使できな

いこととされております。 

（i） 2028年３月 31日が経過している場合 

（ii） 当社に本投資契約に定める義務の違反等があった場合（この点についての主な内容は下

記「（５）割当予定先との本投資契約における合意について」に記載しております。） 

 

Ａ種優先株主により金銭を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される１株当たりの

金銭の額は、以下のとおりです。 

 

（i） 基本取得金額 

Ａ種種類株式１株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本取

得金額」という。）とする。 

（基本取得金額算式） 

基本取得金額 ＝ Ａ種種類株式の１株当たりの払込金額×(１＋0.1)m＋n/365 

払込期日（同日を含む。）から金銭対価取得請求日（同日を含む。）までの期間に属する

日の日数を「m 年と n 日」とする。 

（ii） 控除価額 

上記(i)にかかわらず、金銭対価取得請求日までの間に支払われたＡ種優先配当金（金銭

対価取得請求日までの間に支払われたＡ種累積未払配当金相当額を含み、以下「取得請求前

支払済配当金」という。）が存する場合には、Ａ種種類株式１株当たりの取得金額は、次の

算式に従って計算される控除価額を上記(i)に定める基本取得金額から控除した額とする。

なお、取得請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、取得請求前支払済

配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。 

（控除価額算式） 

控除価額 ＝ 取得請求前支払済配当金×(１＋0.1)x+y/365 

取得請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から金銭対価取得請求日（同日を含

む。）までの期間に属する日の日数を「x 年と y 日」とする。 

 

（５） 割当予定先との本投資契約における合意について 

割当予定先による当社普通株式を対価とする取得請求権の行使に関しては、2028年９月 30日が

経過するまでの間、下記のいずれかの事由が発生するまでは、取得請求権を行使できないことと

されております。 

 

（i） 当社の借入契約等に規定されている財務制限条項に当社が違反し、又は債務不履行事由等

に該当することにより、当社が当該借入契約等に基づき負担する債務について、期限の利益

を喪失した場合 



（ii） 本投資契約上の当社の義務又は表明保証に重大な違反がある場合 

（iii） 分配可能額、連結純資産、営業利益、優先配当の支払い等につき一定の基準を充足でき

なかった場合 

 

当社の借入契約等に規定されている財務制限条項 

（i） 2015年３月 25日付金銭消費貸借契約 

(ア) 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の

連結貸借対照表における純資産の金額の 75％以上に維持すること 

(イ) 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末又は 2014

年３月期末の貸借対照表における純資産の金額の 75％以上に維持すること 

(ウ) 各連結会計年度及び事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書にお

ける経常利益を２期連続で損失としないこと 

 

（ii） 2020年３月 31日付金銭消費貸借契約 

(ア) 各事業年度の末日において、損益計算書における経常利益を２期連続で損失としないこ

と 

(イ) 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照

表における純資産の金額の 75％以上に維持すること 

（iii） 2020年７月 15日付コミットメントライン契約 

(ア) 2021 年３月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値と

しないこと 

 

また、当社は、①払込みまでに、定款等の変更、株式等の発行、自己株式の取得、剰

余金の配当、代表取締役の変更、一定額以上の資産の取得又は処分、一定の組織再編行

為、事業の全部又は重要な一部の譲渡又は譲受け、一定額以上の借入等に係る条件変更、

社債の発行、投機目的のデリバティブ取引、解散、倒産処理手続開始の申立等、事業計

画の策定等、その他株主総会決議を要する行為等を行う場合に、割当予定先の事前の承

諾を得ること（但し、割当予定先はかかる承諾を不合理に拒絶又は留保してはならない

ものとされています。）②払込み後に、定款等の変更、株式等の発行、自己株式の取得、

剰余金の配当、代表取締役の変更、一定額以上の資産の取得等、一定の組織再編行為、

子会社の設立又は取得、第三者への出資、米国での新規事業の開始、事業の全部又は重

要な一部の譲渡、第三者の事業の全部又は重要な一部の譲受け等、投機目的のデリバテ

ィブ取引、解散、倒産処理手続の申立等、事業計画の変更等、その他株主総会の決議を

要する行為等を行う場合に、割当予定先の事前の承諾を得ること（但し、割当予定先は、

当社の上場会社としての独立性を最大限尊重し、かかる承諾を不合理に拒絶又は留保し

てはならないものとされています。）、③一定額以上の設備投資又は投融資その他の設

備投資又は投融資に係る費用支出を行う場合に、割当予定先の事前の承諾を得ること

（但し、割当予定先は、当社の上場会社としての独立性を最大限尊重し、かかる承諾の

可否を検討するものとされています。）、④割当予定先に対して、法令遵守状況等の一

定の報告を行うこと、⑤各事業年度につき２回、本種類株式に係る剰余金の配当を行う

ものとし、当該剰余金の配当を実現するため、割当予定先と協議の上、必要な措置をと

るよう努力をすること、⑥割当予定先が指名する者がオブザーバーとして取締役会等に



出席することを許容すること等を、割当予定先に誓約しております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１） 調達する資金の額 

 

①  払込金額の総額 3,000,000,000円 

②  発行諸費用の概算額 148,280,000円 

③  差引手取概算額 2,851,720,000円 

（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．発行諸費用の内訳は、登記関連費用、株式価値算定費用、弁護士費用等を予定していま

す。 

 

（２） 調達する資金の額の具体的な使途 

具体的な使途 金額 支出予定時期 

① 運転資金の確保 574,022,000円 2021年４月から 2022年３月まで 

② 有利子負債の返済 2,277,698,000円 2021年４月から 2023年３月まで 

（注）調達した資金につきましては支出するまでの期間は銀行口座において安定的な資金管理をい

たします。 

 

当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、各資金使途につい

ての詳細は以下のとおりです。 

 

① 運転資金の確保 

上記「２．募集の目的及び理由（１）資金調達の主な目的」に記載のとおり、新型コロナウイル

ス感染症の収束時期は予測困難であり、業績の回復・改善には一定期間を要するものと考えてお

ります。このような先行き不透明な状況に鑑み、調達資金のうち574,022,000円については、当面

の家賃・人件費等、事業推進にかかる運転資金に充当することといたしました。 

 

② 有利子負債の返済 

当社は新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化した場合の財務体質の悪化を見据え、こ

れまで金融機関からの借入等による資金調達によって手元流動性の確保に努めてまいりました。

これにより、現在一定の運転資金を確保できている状態ではありますが、2020年12月末時点の有利

子負債は前連結会計年度末に比べて5,424百万円増の11,709百万円となっております。 

今後、さらに多額の有利子負債を増加させていくことは財務内容の悪化に繋がり、新型コロナウ

イルス感染症の収束後における経営環境の変化に対応することが困難になると考えております。

運転資金の確保を最優先としつつ、当社の中長期的な成長には、負債と資本のバランスを保ち、財

務構造の健全化を進めることが重要であると判断し、本調達資金の一部を有利子負債の約定返済

に充当することといたしました。 

なお、当社を取り巻く環境が改善し、充分なキャッシュ・フローを安定的に創出できるようにな

った場合には、債務の返済を加速し、早期に財務体質の再構築に努めてまいります。 

 



４．資金使途の合理性に関する考え方 

本種類株式発行により調達する資金を上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）

調達する資金の具体的な使途」に記載の資金に充当することによって、当面の運転資金を確保する

ほか、有利子負債を削減し、財務体質を改善するとともに、上場企業として適切な純資産額水準の

確保に努めることは、将来の借入余力確保にも繋がるものと考えております。これは中長期的な企

業価値の向上、ひいては既存株主の皆様の利益に資するものであると考え、本資金調達の資金使途

については合理性があるものと判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１） 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

 当社は、本種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社及び割当予定先か

ら独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングに対して本種類株式の価

値算定を依頼し、本種類株式の価値算定書（以下「本算定書」といいます。）を取得しております。 

 第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングは、本種類株式の株式価値の算定

手法を検討した結果、一般的な価値算定モデルであるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法

による評価手法を採用し、一定の前提（本種類株式の転換価額、割当予定先が普通株式を対価とす

る取得請求権又は割当予定先が金銭を対価とする取得請求権を行使するまでの期間、当社普通株式

の株価、株価変動性（ボラティリティ）、配当利回り、無リスク利子率、割引率等）の下、本種類

株式の公正価値の算定をしております。本算定書において 2021年２月 12日の東証終値を基準とし

て算定された本種類株式の価値は、１株当たり 1,070,300円とされております。 

当社は、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサル

ティングによる本算定書における上記算定結果や本種類株式の発行条件は当社の置かれた事業環

境及び財務状況を考慮した上で、割当予定先との間で慎重に交渉・協議を重ねて決定されているこ

と等を総合的に勘案し、本種類株式の発行は有利発行に該当しないと判断しております。 

しかしながら、本種類株式には客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ

複雑であり、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、本種類株式の払込金

額が割当予定先に特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、株主の

皆様の意思を確認することが適切であると考え、念のため、本臨時株主総会での会社法第 199条第

２項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として本種類株式

を発行することといたしました。 

 

（２） 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

 当社は、本種類株式を 3,000 株発行することにより、総額 30 億円を調達いたしますが、上述し

た本種類株式の発行の目的及び資金使途に照らすと、本種類株式の発行数量は合理的であると判断

しております。 

また、本種類株式については、株主総会における議決権がありませんが、普通株式を対価とする

取得請求権の行使により、既存株主の皆様に対し大規模な希薄化の影響が生じる可能性があります。

本種類株式の全部について、日割未払優先配当金額及びＡ種累積未払配当金相当額が存在しない状

態で下限取得価額にて普通株式を対価とする取得請求権が行使されたと仮定すると、最大で議決権

数 172,131 個の普通株式が交付されることになり、2021 年２月 15 日現在の当社の発行済普通株式

に係る議決権の数（135,042個）に対して 127.5％となります。 

このように、本種類株式の取得請求権の行使により当社の普通株式が交付された場合には、当社



普通株式の希薄化が生じることになりますが、(ⅰ)本種類株式発行は当社の企業価値の向上に資す

ること、(ii)取得価額の修正に際して、修正後の取得価額の下限が一定に固定されていること、

(iii)本種類株式には金銭を対価とする取得条項が付されており、当社の判断により、本種類株式を

強制償還することで、普通株式を対価とする取得請求権の行使による希薄化の発生を一定程度抑制

することが可能な設計がなされていること等により、希薄化によって既存株主の皆様に生じ得る影

響をより少なくするための方策を講じております。 

このような観点から、本種類株式発行における株式の希薄化の規模は、合理的であると考えてお

ります。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１） 割当予定先の概要 

① 名称 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 

② 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 橘 正喜 

④ 事業内容 
各種物品の賃貸・延払事業、営業貸付事業、その他、各事業

に関連するサービス等 

⑤ 資本金 15,000百万円（2020年９月 30日現在） 

⑥ 設立年月日 1963年２月４日 

⑦ 発行済株式数 95,314,112株（2020年９月 30日現在） 

⑧ 決算期 ３月 31日 

⑨ 従業員数 3,357名（連結）（2020年３月 31日現在） 

⑩ 主要取引先 ― 

⑪ 株主及び持株比率 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 50％ 

住友商事株式会社 50％ 

※自己株式を除く。 

⑫ 当事会社間の関係 

 資本関係 記載すべき資本関係はありません。 

 人的関係 記載すべき人的関係はありません。 

 取引関係 当社と割当予定先との間には、備品リース契約等の取引が

あります。 

 関連当事者への 

該当状況 
割当予定先は、当社の関連当事者には該当しません。 

 

⑬ 最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（単位：百万円） 

決算期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 

純資産 824,602 734,041 735,542 

総資産 5,660,666 5,812,698 6,378,701 

１株当たり純資産（円） 7,719.36 7,971.63 7,976.67 

売上高 1,622,823 1,502,378 1,513,701 

営業利益 97,079 90,932 89,413 

経常利益 97,636 87,593 90,321 



親会社株主に帰属 

する当期純利益 
54,553 80,010 61,219 

１株当たり 

当期純利益（円） 
589.74 920.10 795.01 

１株当たり配当金（円） 213 262 202 

※当社は、本投資契約において、割当予定先及びその役職員は、反社会的勢力との間に直接又は

間接を問わず何らかの資金上その他の関係はなく、割当予定先及びその役職員は反社会的勢力に

対して名目の如何を問わず資金提供その他の支援を行っていないこと、また、割当予定先及びそ

の役職員には反社会的勢力に属する者またはそれらと密接な関係を持つ者は存在せず、また、反

社会的勢力が割当予定先の経営に関与していない旨の表明を受けております。さらに、当社は、

割当予定先が 2020年６月 24日付で関東財務局長宛てに提出している有価証券報告書により、割

当予定先が、反社会的勢力との取引を排除するための基本方針を定め、適切に管理する体制を整

備していることを確認しております。 

上述を踏まえ、当社は、割当予定先及び同社社員が反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力

との関係を有していないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対して、「割当を受ける者と

反社会的勢力との関係がないことを示す確認書（第三者割当）」を提出しております。 

 

（２） 割当予定先を選定した理由 

 当社は、財務バランスの改善のため主要取引銀行から自己資本の充実についてのさまざまな提案

を受け検討した結果、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化した場合に備えた運転資金、

かつ自己資本の増強を図ることを目的とした種類株式の発行を実施する方針を決定いたしました。

引受予定先は、当社の主力取引金融機関である株式会社三井住友銀行が属する株式会社三井住友フ

ィナンシャルグループの関連会社であり、当社の事業内容及び将来性をご評価いただいている三井

住友ファイナンス＆リース株式会社を割当予定先とすることといたしました。 

 

（３） 割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先が本種類株式の取得につき原則として中期投資として取り組む意向であり、

本種類株式取得後は、本種類株式の保有、金銭又は当社普通株式を対価とする取得請求、取得請求

権の行使により交付された普通株式の売却等につきましては、実務上対応可能な限り、市場及び当

社の財務状況等に配慮して実施されるものと認識しております。なお、本種類株式の譲渡について

は、上記「２．募集の目的及び理由（３）本種類株式発行による普通株式の希薄化について ②譲

渡制限」に記載のとおり、一定の制限が課されております。 

また、当社は、割当予定先から、払込期日より２年以内に、割当予定先が本種類株式発行により

取得した本種類株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株

式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等の内容を直ちに当社へ書面により報告するこ

と、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供さ

れることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。 

 

（４） 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

 割当予定先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を受けてお

ります。また当社は、割当予定先が 2021 年２月 12 日付で関東財務局長に提出した四半期報告書

（2021 年３月期第３四半期）の四半期連結貸借対照表に記載されている現金及び預金の規模



（236,142 百万円）を確認しており、本種類株式発行に係る払込金額の払込みに支障はないものと

判断しております。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

（１） 普通株式 

募集前（2020年９月 30日現在） 募集後 

ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社 13.32％ 

― 

株式会社ティーケーピー 12.58％ 

岩本 博 7.62％ 

渋谷 守浩 5.62％ 

有限会社ブロックス 4.44％ 

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ Ｌ

ＬＣ（インタラクティブ・ブローカーズ証券株

式会社） 

3.52％ 

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡ

ＴＩＯＮＡＬ（ゴールドマン・サックス証券株

式会社） 

2.87％ 

吉岡 裕之 2.23％ 

株式会社ＳＨＩＢＵＴＡＮＩホールディングス 1.85％ 

株式会社ＳＢＩ証券 1.42％ 

  （注１）持株比率は自己株式（277,900株）を控除して計算しております。 

  （注２）Ａ種種類株式による潜在株式数につきましては、現時点において合理的に見積もること

が困難なことから、Ａ種種類株式募集後の普通株式の大株主及び持株比率の算出にあた

っては計算に含めておらず、募集後の大株主及び持株比率については表示しておりませ

ん。 

 

（２） 本種類株式 

募集前（2020年９月 30日現在） 募集後 

該当なし 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 100.00％ 

 

８．今後の見通し 

本種類株式の発行により調達する資金を持続的成長のための事業資金として充当することによ

り、当社事業の成長及び普通株主に帰属する株主価値の向上を実現できるよう努めてまいります。

なお、本種類株式発行による業績の影響については、業績及びその他の要因等を含め精査中であり、

業績予想の修正が必要と判断される場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

 本種類株式発行は、希薄化率が 25％以上となること及び当社普通株式に転換された場合に支配株

主が異動する可能性があることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規定第 432条の定めに

従い、2021 年３月 25 日開催の臨時株主総会において、本種類株式発行について株主の皆様の意思

確認手続きを行う予定です。 



 

１０． 直近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 直近３年間の業績（連結） 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 

連結売上高 31,700 33,302 31,430 

連結営業利益 1,950 2,191 1,546 

連結経常利益 1,830 2,123 1,499 

親会社株主に帰属する当期純利益 665 1,078 455 

１株当たり連結当期純利益（円） 55.72 90.01 38.79 

１株当たり配当金（円） 12.00 12.00 16.00 

１株当たり連結純資産（円） 540.61 615.53 638.52 

 

（２） 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2020年９月 30日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 13,786,500株 100.00％ 

現時点の転換価格（行使価額）に

おける潜在株式数 
― ― 

下限値の転換価格（行使価額）に

おける潜在株式数 
― ― 

上限値の転換価格（行使価額）に

おける潜在株式数 
― ― 

 

（３） 最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 

始値 768円 875円 664円 

高値 1,139円 966円 920円 

安値 668円 475円 341円 

終値 875円 661円 368円 

 

② 最近６ヶ月間の状況 

 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

始値 354円 362円 310円 313円 327円 316円 

高値 402円 381円 378円 340円 329円 372円 

安値 335円 306円 306円 303円 289円 314円 

終値 359円 309円 310円 326円 318円 365円 

（注）２月の株価は 2021年２月 12日現在で表示しております。 

 

 

 



③ 発行決議日前営業日における株価 
 

2021年２月 12日 

始値 365円 

高値 372円 

安値 358円 

終値 365円 

 

（４） 直近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当増資 

払込期日 2020年８月３日 

調達資金の額 601,920,000円 

発行価額 １株につき 334.4円 

募集時における発行済株式数 普通株式 11,986,500株 

当該募集による発行株式数 普通株式 1,800,000株 

募集後における発行済株式数 普通株式 13,786,500株 

割当予定先 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 

発行時における当初の資金使途 ① 新商品・新サービスのシステム開発費用及びプロモーシ

ョン費用 

② 感染症予防を目的とした設備等設置費用 

発行時における支出予定時期 2020年８月から 2023年３月まで 

現時点における充当状況 ① 新商品・新サービスのシステム開発費用  6,023,082円 

② 感染症予防を目的とした設備等設置費用 101,141,721円 

 

１１． 発行要項 

 別紙Ⅰ「Ａ種種類株式発行要項」に記載のとおりです。 

  



 

II. 定款の一部変更について 

１．定款変更の目的 

 上記「Ⅰ．第三者割当による本種類株式の発行」に記載した本種類株式の発行を可能とするため

に、本種類株式に関する定款規定の新設、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更等を

行うものです。 

 

２．定款変更の内容 

 定款変更の内容は別紙Ⅱ「定款変更案」のとおりです。 

 

３．定款変更の日程 

（１） 取締役会決議日 2021年２月 15日（月） 

（２） 臨時株主総会開催予定日 2021年３月 25日（木） 

（３） 効力発生日 2021年３月 25日（木） 

 

 

III. 資本金の額及び資本準備金の額の減少について 

１．資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的 

今般の新型コロナウイルス感染症拡大は、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼして

おり、収束時期についても未だ予測困難であることから、業績の回復・改善には一定期間を要する

ことが見込まれます。このような先行き不透明な状況を踏まえ、今後の柔軟かつ機動的な資本政策

に備えるとともに、税負担の軽減を図ることを目的とし、会社法第 447 条第１項の規定に基づき、

資本金の額及び資本準備金の額の減少（以下「本減資等」といいます。）を行うことといたしまし

た。 

なお、本減資等については、本種類株式発行の効力が生じることを条件といたします。また本件

による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や１株当たり純資産

額に影響が生じるものではございません。 

 

２．資本金の額の減少の要領 

（１） 減少すべき資本金の額 

 資本金の額 2,408,839,100 円のうち 2,358,839,100 円を減少して、50,000,000 円といたします。 

   なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が本減資等の効力発生日までに

行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動する可能性があります。 

 

（２） 資本金の額の減少の方法 

 払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減

少額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。 

 

３．資本準備金の額の減少の要領 

（１） 減少すべき資本準備金の額 

資本準備金の額 2,366,839,100円のうち 2,316,839,100円を減少して、50,000,000円といたしま

す。 



なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が本減資等の効力発生日までに

行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動する可能性があります。 

 

（２） 資本準備金の額の減少の方法 

 減少する資本準備金の額の全額を、その他剰余金に振り替えます。 

 

４．資本金の額及び資本準備金の額の減少の日程 

（１） 取締役会決議日 2021年２月 15日 

（２） 債権者異議申述催告公告日（予定） 2021年２月 15日 

（３） 債権者異議申述最終期日（予定） 2021年３月 15日 

（４） 臨時株主総会決議日（予定） 2021年３月 25日 

（５） 効力発生日（予定） 2021年３月 31日 

 

５．今後の見通し 

本件は、純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理で

あり、当社の純資産額の変動はなく、今期の当社業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 

  



別紙Ⅰ 

 

Ａ種種類株式発行要項 

 

1. 株式の名称 

株式会社エスクリ（以下「当会社」という。）Ａ種種類株式（以下「Ａ種種類株式」という。） 

2. 募集株式の数 

3,000株 

3. 募集株式の払込金額 

１株につき 1,000,000円 

4. 増加する資本金及び資本準備金 

資本金 1,500,000,000円（１株につき 500,000円） 

資本準備金 1,500,000,000円（１株につき 500,000円） 

5. 払込金額の総額 

3,000,000,000円 

6. 払込期日 

2021年３月 31日 

7. 発行方法 

第三者割当の方法により、すべてのＡ種種類株式を三井住友ファイナンス＆リース株式会社に割

り当てる。 

8. 剰余金の配当 

(1) Ａ種優先配当金 

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金

の配当の基準日（以下「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種

種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）又はＡ種種類株式の登録株式質権者

（Ａ種種類株主とあわせて、以下「Ａ種種類株主等」という。）に対し、下記 16.(1)に定める

支払順位に従い、Ａ種種類株式１株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当（か

かる配当によりＡ種種類株式１株当たりに支払われる金銭を、以下「Ａ種優先配当金」という。）

を行う。なお、Ａ種優先配当金に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じ

た金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

(2) Ａ種優先配当金の金額 

Ａ種優先配当金の額は、配当基準日が 2023年３月末日以前に終了する事業年度に属する場合、

1,000,000円（以下「払込金額相当額」という。）に 7.5％を乗じて算出した額の金銭について、

配当基準日が 2023 年４月１日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に

10.0％を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日（但し、

当該配当基準日が 2021 年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、2021 年３月 31 日）

（同日を含む。）から当該配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数（但し、当該配当基

準日が 2021年３月末日に終了する事業年度に属する場合、かかる実日数から１日を減算する。）

につき、１年を 365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は 366日）として日割計算を行

うものとする（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五

入する。）。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日



としてＡ種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るＡ種優先配当金

の額は、その各配当におけるＡ種優先配当金の合計額を控除した金額とする。 

(3) 非参加条項 

当会社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優先配当金及びＡ種累積未払配当金相当額（下記

(4)に定める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中

で行われる会社法第 758 条第８号ロ若しくは同法第 760 条第７号ロに規定される剰余金の配

当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条第１項第 12 号ロ若しくは同法

第 765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

(4) 累積条項 

ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余

金の配当（当該事業年度より前の各事業年度に係るＡ種優先配当金につき本(4)に従い累積し

たＡ種累積未払配当金相当額（以下に定義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度

に係るＡ種優先配当金の額（当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮

定した場合において、上記(2)に従い計算されるＡ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計

算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。）に達しな

いときは、その不足額は、当該事業年度（以下、本(4)において「不足事業年度」という。）の

翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総

会（以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。）の翌日（同日を含む。）か

ら累積額がＡ種種類株主等に対して配当される日（同日を含む。）までの間、不足事業年度の

翌事業年度以降の各事業年度において、年率 10.0％の利率で、１年毎（但し、１年目は不足事

業年度定時株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事業年度の翌事業年度の末日（同日を含

む。）までとする。）の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、

１年を 365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は 366日）とした日割計算により行うも

のとし、除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。

本(4)に従い累積する金額（以下「Ａ種累積未払配当金相当額」という。）については、下記

16.(1)に定める支払順位に従い、Ａ種種類株主等に対して配当する。 

9. 残余財産の分配 

(1) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、下記 16.(2)に定める支払順位

に従い、Ａ種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額及び下記(3)

に定める日割未払優先配当金額を加えた額（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を

支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）が

配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われ

る時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われなかった

ものとみなしてＡ種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ種

種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、

当該端数は切り捨てる。 

(2) 非参加条項 

Ａ種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。 

(3) 日割未払優先配当金額 

Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配



日を基準日としてＡ種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記 8.(2)に従い計算

されるＡ種優先配当金相当額とする（以下、Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額

を「日割未払優先配当金額」という。）。 

10. 議決権 

Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

11. 金銭を対価とする取得請求権 

(1) 金銭対価取得請求権 

Ａ種種類株主は、2021年４月１日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める金額（以

下「取得金額」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得

することを請求すること（以下「金銭対価取得請求」という。）ができるものとし、金銭対価

取得請求がなされた場合、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するの

と引換えに、当該金銭対価取得請求の日（以下「金銭対価取得請求日」という。）における分

配可能額（会社法第 461 条第 2 項所定の分配可能額をいう。以下同じ。）を限度として、法令

の許容する範囲内において、取得金額を当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。なお、

金銭対価取得請求日における分配可能額を超えて金銭対価取得請求が行われた場合、取得すべ

きＡ種種類株式の数は、金銭対価取得請求が行われたＡ種種類株式の数に応じて按分比例した

数とし、また、かかる方法に従い取得されなかったＡ種種類株式については、金銭対価取得請

求が行われなかったものとみなす。 

(2) 取得金額 

(a) 基本取得金額 

Ａ種種類株式１株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本取

得金額」という。）とする。 

（基本取得金額算式） 

基本取得金額 ＝ Ａ種種類株式の１株当たりの払込金額×(１＋0.1)m＋n/365 

払込期日（同日を含む。）から金銭対価取得請求日（同日を含む。）までの期間に属する日

の日数を「m 年と n 日」とする。 

(b) 控除価額 

上記(a)にかかわらず、金銭対価取得請求日までの間に支払われたＡ種優先配当金（金銭対

価取得請求日までの間に支払われたＡ種累積未払配当金相当額を含み、以下「取得請求前

支払済配当金」という。）が存する場合には、Ａ種種類株式１株当たりの取得金額は、次の

算式に従って計算される控除価額を上記(a)に定める基本取得金額から控除した額とする。

なお、取得請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、取得請求前支払

済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。 

（控除価額算式） 

控除価額 ＝ 取得請求前支払済配当金×(１＋0.1)x+y/365 

取得請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から金銭対価取得請求日（同日を含む。）

までの期間に属する日の日数を「x 年と y 日」とする。 

(3) 金銭対価取得請求受付場所 

東京都港区西新橋二丁目 14番１号興和西新橋ビルＢ棟 



(4) 金銭対価取得請求の効力発生 

金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記(3)に記載する金銭対価取

得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時

点に発生する。 

12. 普通株式を対価とする取得請求権 

(1) 普通株式対価取得請求権 

Ａ種種類株主は、2021 年 10 月１日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普

通株式（以下「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の

全部又は一部を取得することを請求すること（以下「普通株式対価取得請求」という。）がで

きるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換

えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該Ａ種種類株主に対して交付

するものとする。 

(2) Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るＡ種種

類株式の数に、上記 11.(2)に従い計算される取得金額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(5)

で定める取得価額で除して得られる数とする。 

なお、本(2)においては、取得金額の計算における「金銭対価取得請求日」を「普通株式対価

取得請求の効力発生日」と読み替えて、取得金額を計算する。 

また、普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数

に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社

法第 167条第３項に定める金銭の交付は行わない。 

(3) 当初取得価額 

365円 

(4) 取得価額の修正 

取得価額は、2021 年４月１日以降、毎年３月 31 日及び９月 30 日（当該日が取引日でない場

合には、翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。）において、各取得価額修正日に

先立つ連続する 30 取引日（以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。）の株式会社

東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）が発表する当会社普通株式の普通取引の

売買高加重平均価格（以下「VWAP」という。）の平均値（なお、取得価額算定期間中に下記(5)

に規定する事由が生じた場合、平均値は当該事由を勘案して合理的に調整される。）の 95％に

相当する額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「修正

後取得価額」という。）に修正される。但し、修正後取得価額が 183円（但し、下記(5)に規定

する事由が生じた場合、上記の金額は下記(5)に準じて調整される。以下「下限取得価額」と

いう。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、「取引日」とは、東

京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAP が発表されない

日は含まないものとする。 

(5) 取得価額の調整  

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額

を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普

通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する



普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数

（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ず

る日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適

用する。 

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。 

③ 下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発

行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式

の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。以下、本(5)において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする

新株予約権の行使による場合、合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交

付する場合又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社（財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。以下

同じ。）の取締役その他の役員又は使用人に普通株式を交付する場合を除く。）、次の算

式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額調整式に

おける「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当

該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合

には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた

場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、

当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する

普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普

通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替

える。 

 

 

 

 

 

④ 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定め

る普通株式１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株

式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合

併合後発行済普通株式数 

併合前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 × 

× 
（発行済普通株式数 

－当会社が保有する 

普通株式の数） 

１株当たり 

払込金額 

普通株式１株当たりの時価 

（発行済普通株式数－当会社が保有する普通株式の数） 

＋新たに発行する普通株式の数 

新たに発行する 

普通株式の数 

＋ 

分割後発行済普通株式数 

分割前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 



を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。

以下、本④において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式

無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、

また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件

で取得され普通株式が交付されたものとみなし､取得価額調整式において「１株当たり

払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調

整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定して

いない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される

株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみな

して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株

予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出

資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。）

の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株

式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての

場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその

効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以

下、本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株

予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみな

し、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新

株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当た

りの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価

額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその

効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適

用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記

の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発

行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通

株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以

降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社

の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目

的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社は

Ａ種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、

適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、

吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しく

は一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

② 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。 



③ その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又

は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日

（但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧

サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日）に先立つ連続する 30 取

引日の東京証券取引所が発表する当会社の普通株式の普通取引の VWAP の平均値（円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下同じ。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が

0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要

とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。 

(6) 普通株式対価取得請求受付場所 

東京都港区西新橋二丁目 14番１号興和西新橋ビルＢ棟 

(7) 普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(6)に記載する普

通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のい

ずれか遅い時点に発生する。 

(8) 普通株式の交付方法 

当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＡ種種類株

主に対して、当該Ａ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関におけ

る振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。 

13. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 取得条項の内容 

当会社は、2023年４月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償

還日」という。）が到来することをもって、Ａ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の 14 日前

までに書面による通知（撤回不能とする。）を行った上で、当該金銭対価償還日における分配可能

額を限度として、法令の許容する範囲内において、下記(2)に定める金額（以下「償還価額」とい

う。）の金銭を対価として、Ａ種種類株式の全部又は一部を取得することができる（以下「金銭対

価償還」という。）。 

Ａ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当会社の取締役会が定める合理的な方法

によって、Ａ種種類株主から取得すべきＡ種種類株式を決定する。 

(2) 償還価額 

(a) 基本償還価額 

Ａ種種類株式１株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本償

還価額」という。）とする。 

（基本償還価額計算式） 

基本償還価額 ＝ Ａ種種類株式の１株当たりの払込金額×(１＋0.1)m＋n/365 

払込期日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を含む。）までの期間に属する日の日

数を「m 年と n 日」とする。 



(b) 控除価額 

上記(a)にかかわらず、金銭対価償還日までの間に支払われたＡ種優先配当金（金銭対価償

還日までの間に支払われたＡ種累積未払配当金相当額を含み、以下「償還請求前支払済配

当金」という。）が存する場合には、Ａ種種類株式１株当たりの償還価額は、次の算式に従

って計算される控除価額を上記(a)に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償

還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金

のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還価額から控除する。 

（控除価額計算式） 

控除価額 ＝ 償還請求前支払済配当金×(１＋0.1)x+y/365 

償還請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を含む。）ま

での期間に属する日の日数を「x 年と y 日」とする。 

14. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 

当会社が株主総会の決議によってＡ種種類株主との合意により当該Ａ種種類株主の有するＡ種種

類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第 160 条第２項及び第３項の規

定を適用しないものとする。 

15. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

(1) 当会社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。 

(2) 当会社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを

受ける権利を与えない。 

(3) 当会社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。 

16. 優先順位 

(1) Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株

式質権者（以下「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積

未払配当金相当額が第１順位、Ａ種優先配当金が第２順位、普通株主等に対する剰余金の配当

が第３順位とする。 

(2) Ａ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式に係る残余財産

の分配を第１順位、普通株式に係る残余財産の分配を第２順位とする。 

(3) 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産

の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分

配を行うために必要な金額に応じた按分比例の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配

を行う。 

 

以 上 

 

 

 

 

  



別紙Ⅱ 

 

定款変更案 

（下線は変更部分を示します） 

 

  

現 行 定 款 変 更 案 

(発行可能株式総数) 

第 6 条 

当会社の発行可能株式総数は、4,564 万８千株とす

る。 

(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数) 

第 6 条 

当会社の発行可能株式総数は、4,564 万８千株とし、

各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ

次のとおりとする。 

 普通株式    4,564万８千株 

 Ａ種優先株式     3,000 株 

（単元株式数） 

第８条 

当会社の１単元の株式数は、100株とする。 

（単元株式数） 

第８条 

当会社の普通株式の１単元の株式数は、100 株と

し、Ａ種種類株式の 1 単元の株式数は 1 株とす

る。 



（下線は変更部分を示します） 

現 行 定 款 変 更 案 

(新設) 

 

第 2 章の 2 種類株式 

（A 種種類株式） 

第 12 条の２ 

当会社の発行するＡ種種類株式の内容は次のとお

りとする。 

 

1. 剰余金の配当 

(1) Ａ種優先配当金 

当会社は、ある事業年度中に属する日を

基準日として剰余金の配当をするとき

は、当該剰余金の配当の基準日（以下「配

当基準日」という。）の最終の株主名簿

に記載又は記録されたＡ種種類株式を

有する株主（以下「Ａ種種類株主」とい

う。）又はＡ種種類株式の登録株式質権

者（Ａ種種類株主とあわせて、以下「Ａ

種種類株主等」という。）に対し、下記

９.(1)に定める支払順位に従い、Ａ種種

類株式１株につき、下記(2)に定める額

の金銭による剰余金の配当（かかる配当

によりＡ種種類株式１株当たりに支払

われる金銭を、以下「Ａ種優先配当金」

という。）を行う。なお、Ａ種優先配当

金に、各Ａ種種類株主等が権利を有する

Ａ種種類株式の数を乗じた金額に１円

未満の端数が生じるときは、当該端数は

切り捨てる。 

(2) Ａ種優先配当金の金額 

Ａ種優先配当金の額は、配当基準日が

2023 年３月末日以前に終了する事業年

度に属する場合、1,000,000 円（以下「払

込金額相当額」という。）に 7.5％を乗じ

て算出した額の金銭について、配当基準

日が 2023年４月１日以降に開始する事

業年度に属する場合、払込金額相当額に

10.0％を乗じて算出した額の金銭につ

いて、当該配当基準日の属する事業年度

の初日（但し、当該配当基準日が 2021

年３月末日に終了する事業年度に属す



る場合は、2021 年３月 31 日）（同日を

含む。）から当該配当基準日（同日を含

む。）までの期間の実日数（但し、当該

配当基準日が 2021年３月末日に終了す

る事業年度に属する場合、かかる実日数

から１日を減算する。）につき、１年を

365 日（但し、当該事業年度に閏日を含

む場合は 366 日）として日割計算を行

うものとする（除算は最後に行い、円位

未満小数第２位まで計算し、その小数第

２位を四捨五入する。）。但し、当該配当

基準日の属する事業年度中の、当該配当

基準日より前の日を基準日としてＡ種

種類株主等に対し剰余金を配当したと

きは、当該配当基準日に係るＡ種優先配

当金の額は、その各配当におけるＡ種優

先配当金の合計額を控除した金額とす

る。 

(3) 非参加条項 

当会社は、Ａ種種類株主等に対しては、

Ａ種優先配当金及びＡ種累積未払配当

金相当額（下記(4)に定める。）の額を超

えて剰余金の配当を行わない。但し、当

会社が行う吸収分割手続の中で行われ

る会社法第 758 条第８号ロ若しくは同

法第 760 条第７号ロに規定される剰余

金の配当又は当会社が行う新設分割手

続の中で行われる同法第 763 条第１項

第 12 号ロ若しくは同法第 765条第１項

第８号ロに規定される剰余金の配当に

ついてはこの限りではない。 

(4) 累積条項 

ある事業年度に属する日を基準日とし

てＡ種種類株主等に対して行われた１

株当たりの剰余金の配当（当該事業年度

より前の各事業年度に係るＡ種優先配

当金につき本(4)に従い累積したＡ種累

積未払配当金相当額（以下に定義され

る。）の配当を除く。）の総額が、当該事

業年度に係るＡ種優先配当金の額（当該

事業年度の末日を基準日とする剰余金



の配当が行われると仮定した場合にお

いて、上記(2)に従い計算されるＡ種優

先配当金の額をいう。但し、かかる計算

においては、上記(2)但書の規定は適用

されないものとして計算するものとす

る。）に達しないときは、その不足額は、

当該事業年度（以下、本(4)において「不

足事業年度」という。）の翌事業年度以

降の事業年度に累積する。この場合の累

積額は、不足事業年度に係る定時株主総

会（以下、本(4)において「不足事業年度

定時株主総会」という。）の翌日（同日

を含む。）から累積額がＡ種種類株主等

に対して配当される日（同日を含む。）

までの間、不足事業年度の翌事業年度以

降の各事業年度において、年率 10.0％

の利率で、１年毎（但し、１年目は不足

事業年度定時株主総会の翌日（同日を含

む。）から不足事業年度の翌事業年度の

末日（同日を含む。）までとする。）の複

利計算により算出した金額を加算した

金額とする。なお、当該計算は、１年を

365 日（但し、当該事業年度に閏日を含

む場合は 366 日）とした日割計算によ

り行うものとし、除算は最後に行い、円

位未満小数第２位まで計算し、その小数

第２位を四捨五入する。本(4)に従い累

積する金額（以下「Ａ種累積未払配当金

相当額」という。）については、下記９.(1)

に定める支払順位に従い、Ａ種種類株主

等に対して配当する。 

2. 残余財産の分配 

(1) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、

Ａ種種類株主等に対し、下記９.(2)に定

める支払順位に従い、Ａ種種類株式１株

につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未

払配当金相当額及び下記(3)に定める日

割未払優先配当金額を加えた額（以下

「Ａ種残余財産分配額」という。）の金

銭を支払う。但し、本(1)においては、残



余財産の分配が行われる日（以下「分配

日」という。）が配当基準日の翌日（同

日を含む。）から当該配当基準日を基準

日とした剰余金の配当が行われる時点

までの間である場合は、当該配当基準日

を基準日とする剰余金の配当は行われ

なかったものとみなしてＡ種累積未払

配当金相当額を計算する。なお、Ａ種残

余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権

利を有するＡ種種類株式の数を乗じた

金額に１円未満の端数が生じるときは、

当該端数は切り捨てる。 

(2) 非参加条項 

Ａ種種類株主等に対しては、上記(1)の

ほか、残余財産の分配は行わない。 

(3) 日割未払優先配当金額 

Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優

先配当金額は、分配日の属する事業年度

において、分配日を基準日としてＡ種優

先配当金の支払がなされたと仮定した

場合に、上記１.(2)に従い計算されるＡ

種優先配当金相当額とする（以下、Ａ種

種類株式１株当たりの日割未払優先配

当金額を「日割未払優先配当金額」とい

う。）。 

3. 議決権 

Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある

場合を除き、株主総会において議決権を有

しない。 

4. 金銭を対価とする取得請求権 

(1) 金銭対価取得請求権 

Ａ種種類株主は、2021 年４月１日以降

いつでも、当会社に対して、下記(2)に定

める金額（以下「取得金額」という。）

の交付と引換えに、その有するＡ種種類

株式の全部又は一部を取得することを

請求すること（以下「金銭対価取得請求」

という。）ができるものとし、金銭対価

取得請求がなされた場合、当会社は、当

該金銭対価取得請求に係るＡ種種類株

式を取得するのと引換えに、当該金銭対



価取得請求の日（以下「金銭対価取得請

求日」という。）における分配可能額（会

社法第 461 条第 2 項所定の分配可能額

をいう。以下同じ。）を限度として、法

令の許容する範囲内において、取得金額

を当該Ａ種種類株主に対して交付する

ものとする。なお、金銭対価取得請求日

における分配可能額を超えて金銭対価

取得請求が行われた場合、取得すべきＡ

種種類株式の数は、金銭対価取得請求が

行われたＡ種種類株式の数に応じて按

分比例した数とし、また、かかる方法に

従い取得されなかったＡ種種類株式に

ついては、金銭対価取得請求が行われな

かったものとみなす。 

(2) 取得金額 

(a) 基本取得金額 

Ａ種種類株式１株当たりの取得金

額は、以下の算式によって計算され

る額（以下「基本取得金額」という。）

とする。 

（基本取得金額算式） 

基本取得金額 ＝ Ａ種種類株式

の１株当たりの払込金額×(１

＋0.1)m＋n/365 

払込期日（同日を含む。）から金銭対

価取得請求日（同日を含む。）までの

期間に属する日の日数を「m 年と n 

日」とする。 

(b) 控除価額 

上記(a)にかかわらず、金銭対価取得

請求日までの間に支払われたＡ種

優先配当金（金銭対価取得請求日ま

での間に支払われたＡ種累積未払

配当金相当額を含み、以下「取得請

求前支払済配当金」という。）が存す

る場合には、Ａ種種類株式１株当た

りの取得金額は、次の算式に従って

計算される控除価額を上記(a)に定

める基本取得金額から控除した額

とする。なお、取得請求前支払済配



当金が複数回にわたって支払われ

た場合には、取得請求前支払済配当

金のそれぞれにつき控除価額を計

算し、その合計額を基本取得金額か

ら控除する。 

（控除価額算式） 

控除価額 ＝ 取得請求前支払済

配当金×(１＋0.1)x+y/365 

取得請求前支払済配当金の支払日

（同日を含む。）から金銭対価取得

請求日（同日を含む。）までの期間に

属する日の日数を「x 年と y 日」と

する。 

(3) 金銭対価取得請求受付場所 

東京都港区西新橋二丁目 14 番１号興和

西新橋ビルＢ棟 

(4) 金銭対価取得請求の効力発生 

金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取

得請求に要する書類が上記(3)に記載す

る金銭対価取得請求受付場所に到達し

たとき又は当該書類に記載された効力

発生希望日のいずれか遅い時点に発生

する。 

5. 普通株式を対価とする取得請求権 

(1) 普通株式対価取得請求権 

Ａ種種類株主は、2021 年 10 月１日以降

いつでも、当会社に対して、下記(2)に定

める数の普通株式（以下「請求対象普通

株式」という。）の交付と引換えに、そ

の有するＡ種種類株式の全部又は一部

を取得することを請求すること（以下

「普通株式対価取得請求」という。）が

できるものとし、当会社は、当該普通株

式対価取得請求に係るＡ種種類株式を

取得するのと引換えに、法令の許容する

範囲内において、請求対象普通株式を、

当該Ａ種種類株主に対して交付するも

のとする。 

(2) Ａ種種類株式の取得と引換えに交付す

る普通株式の数 



Ａ種種類株式の取得と引換えに交付す

る普通株式の数は、普通株式対価取得請

求に係るＡ種種類株式の数に、上記

４.(2)に従い計算される取得金額を乗じ

て得られる額を、下記(3)乃至(5)で定め

る取得価額で除して得られる数とする。 

なお、本(2)においては、取得金額の計算

における「金銭対価取得請求日」を「普

通株式対価取得請求の効力発生日」と読

み替えて、取得金額を計算する。 

また、普通株式対価取得請求に係るＡ種

種類株式の取得と引換えに交付する普

通株式の合計数に１株に満たない端数

があるときは、これを切り捨てるものと

し、この場合においては、会社法第 167

条第３項に定める金銭の交付は行わな

い。 

(3) 当初取得価額 

365 円 

(4) 取得価額の修正 

取得価額は、2021 年４月１日以降、毎

年３月 31 日及び９月 30 日（当該日が

取引日でない場合には、翌取引日とす

る。以下「取得価額修正日」という。）

において、各取得価額修正日に先立つ連

続する 30 取引日（以下、本(4)において

「取得価額算定期間」という。）の株式

会社東京証券取引所（以下「東京証券取

引所」という。）が発表する当会社普通

株式の普通取引の売買高加重平均価格

（以下「VWAP」という。）の平均値（な

お、取得価額算定期間中に下記(5)に規

定する事由が生じた場合、平均値は当該

事由を勘案して合理的に調整される。）

の 95％に相当する額（円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。）（以下「修正後取得価額」と

いう。）に修正される。但し、修正後取

得価額が 183 円（但し、下記(5)に規定

する事由が生じた場合、上記の金額は下

記(5)に準じて調整される。以下「下限取



得価額」という。）を下回る場合には、

修正後取得価額は下限取得価額とする。

なお、「取引日」とは、東京証券取引所

において当会社普通株式の普通取引が

行われる日をいい、VWAP が発表され

ない日は含まないものとする。 

(5) 取得価額の調整  

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合

には、それぞれ以下のとおり取得価

額を調整する。 

① 普通株式につき株式の分割又は

株式無償割当てをする場合、次

の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合

には、次の算式における「分割前

発行済普通株式数」は「無償割当

て前発行済普通株式数（但し、そ

の時点で当会社が保有する普通

株式を除く。）」、「分割後発行済

普通株式数」は「無償割当て後発

行済普通株式数（但し、その時点

で当会社が保有する普通株式を

除く。）」とそれぞれ読み替える。 

 

調整後取得価額＝調整前取得価額×分割前

発行済普通株式数÷分割後発行済普通株式

数 

 

調整後取得価額は、株式の分割

に係る基準日の翌日又は株式無

償割当ての効力が生ずる日（株

式無償割当てに係る基準日を定

めた場合は当該基準日の翌日）

以降これを適用する。 

② 普通株式につき株式の併合をす

る場合、次の算式により、取得価

額を調整する。 

 

調整後取得価額＝調整前取得価額×併合前

発行済普通株式数÷併合後発行済普通株式

数 

 



調整後取得価額は、株式の併合

の効力が生ずる日以降これを適

用する。 

③ 下記(d)に定める普通株式１株

当たりの時価を下回る払込金額

をもって普通株式を発行又は当

会社が保有する普通株式を処分

する場合（株式無償割当ての場

合、普通株式の交付と引換えに

取得される株式若しくは新株予

約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。以下、本(5)に

おいて同じ。）の取得による場

合、普通株式を目的とする新株

予約権の行使による場合、合併、

株式交換若しくは会社分割によ

り普通株式を交付する場合又は

譲渡制限付株式報酬制度に基づ

き当社又はその関係会社（財務

諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則第８条第８項に

定める関係会社をいう。以下同

じ。）の取締役その他の役員又は

使用人に普通株式を交付する場

合を除く。）、次の算式（以下「取

得価額調整式」という。）により

取得価額を調整する。取得価額

調整式における「１株当たり払

込金額」は、金銭以外の財産を出

資の目的とする場合には、当該

財産の適正な評価額とする。調

整後取得価額は、払込期日（払込

期間を定めた場合には当該払込

期間の最終日）の翌日以降、また

株主への割当てに係る基準日を

定めた場合は当該基準日（以下

「株主割当日」という。）の翌日

以降これを適用する。なお、当会

社が保有する普通株式を処分す

る場合には、次の算式における

「新たに発行する普通株式の

数」は「処分する当会社が保有す



る普通株式の数」、「当会社が保

有する普通株式の数」は「処分前

において当会社が保有する普通

株式の数」とそれぞれ読み替え

る。 

 

調整後取得価額＝調整前取得価額×（発行

済普通株式数－当会社が保有する普通株式

の数＋（新たに発行する普通株式の数×１

株当たり払込金額÷普通株式１株当たりの

時価））÷（発行済普通株式数－当会社が保

有する普通株式の数＋新たに発行する普通

株式の数） 

 

④ 当会社に取得をさせることによ

り又は当会社に取得されること

により、下記(d)に定める普通株

式１株当たりの時価を下回る普

通株式１株当たりの取得価額を

もって普通株式の交付を受ける

ことができる株式を発行又は処

分する場合（株式無償割当ての

場合を含む。）、かかる株式の払

込期日（払込期間を定めた場合

には当該払込期間の最終日。以

下、本④において同じ。）に、株

式無償割当ての場合にはその効

力が生ずる日（株式無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当

該基準日。以下、本④において同

じ。）に、また株主割当日がある

場合はその日に、発行又は処分

される株式の全てが当初の条件

で取得され普通株式が交付され

たものとみなし､取得価額調整

式において「１株当たり払込金

額」としてかかる価額を使用し

て計算される額を、調整後取得

価額とする。調整後取得価額は、

払込期日の翌日以降、株式無償



割当ての場合にはその効力が生

ずる日の翌日以降、また株主割

当日がある場合にはその日の翌

日以降、これを適用する。上記に

かかわらず、取得に際して交付

される普通株式の対価が上記の

時点で確定していない場合は、

調整後取得価額は、当該対価の

確定時点において発行又は処分

される株式の全てが当該対価の

確定時点の条件で取得され普通

株式が交付されたものとみなし

て算出するものとし、当該対価

が確定した日の翌日以降これを

適用する。 

⑤ 行使することにより又は当会社

に取得されることにより、普通

株式１株当たりの新株予約権の

払込価額と新株予約権の行使に

際して出資される財産（金銭以

外の財産を出資の目的とする場

合には、当該財産の適正な評価

額とする。以下、本⑤において同

じ。）の合計額が下記(d)に定め

る普通株式１株当たりの時価を

下回る価額をもって普通株式の

交付を受けることができる新株

予約権を発行する場合（新株予

約権無償割当ての場合を含

む。）、かかる新株予約権の割当

日に、新株予約権無償割当ての

場合にはその効力が生ずる日

（新株予約権無償割当てに係る

基準日を定めた場合は当該基準

日。以下、本⑤において同じ。）

に、また株主割当日がある場合

はその日に、発行される新株予

約権全てが当初の条件で行使さ

れ又は取得されて普通株式が交

付されたものとみなし、取得価

額調整式において「１株当たり

払込金額」として普通株式１株



当たりの新株予約権の払込価額

と新株予約権の行使に際して出

資される財産の普通株式１株当

たりの価額の合計額を使用して

計算される額を、調整後取得価

額とする。調整後取得価額は、か

かる新株予約権の割当日の翌日

以降、新株予約権無償割当ての

場合にはその効力が生ずる日の

翌日以降、また株主割当日があ

る場合にはその翌日以降、これ

を適用する。上記にかかわらず、

取得又は行使に際して交付され

る普通株式の対価が上記の時点

で確定していない場合は、調整

後取得価額は、当該対価の確定

時点において発行される新株予

約権全てが当該対価の確定時点

の条件で行使され又は取得され

て普通株式が交付されたものと

みなして算出するものとし、当

該対価が確定した日の翌日以降

これを適用する。但し、本⑤によ

る取得価額の調整は、当会社又

は当会社の子会社の取締役、監

査役、執行役その他の役員又は

従業員に対してストック・オプ

ション目的で発行される普通株

式を目的とする新株予約権には

適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下

記①乃至③のいずれかに該当する

場合には、当会社はＡ種種類株主等

に対して、あらかじめ書面によりそ

の旨並びにその事由、調整後取得価

額、適用の日及びその他必要な事項

を通知したうえ、取得価額の調整を

適切に行うものとする。 

① 合併、株式交換、株式交換による

他の株式会社の発行済株式の全

部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその



事業に関して有する権利義務の

全部若しくは一部の承継又は新

設分割のために取得価額の調整

を必要とするとき。 

② 取得価額を調整すべき事由が２

つ以上相接して発生し、一方の

事由に基づく調整後の取得価額

の算出に当たり使用すべき時価

につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。 

③ その他、発行済普通株式数（但

し、当会社が保有する普通株式

の数を除く。）の変更又は変更の

可能性を生ずる事由の発生によ

って取得価額の調整を必要とす

るとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必

要な場合は、円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五

入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株

式１株当たりの時価は、調整後取得

価額を適用する日（但し、取得価額

を調整すべき事由について東京証

券取引所が提供する適時開示情報

閲覧サービスにおいて公表された

場合には、当該公表が行われた日）

に先立つ連続する 30 取引日の東京

証券取引所が発表する当会社の普

通株式の普通取引の VWAP の平均

値（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入す

る。以下同じ。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行っ

た結果、調整後取得価額と調整前取

得価額との差額が 0.1 円未満にとど

まるときは、取得価額の調整はこれ

を行わない。但し、本(e)により不要

とされた調整は繰り越されて、その

後の調整の計算において斟酌され

る。 

(6) 普通株式対価取得請求受付場所 



東京都港区西新橋二丁目 14 番１号興和

西新橋ビルＢ棟 

(7) 普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株

式対価取得請求に要する書類が上記(6)

に記載する普通株式対価取得請求受付

場所に到達したとき又は当該書類に記

載された効力発生希望日のいずれか遅

い時点に発生する。 

(8) 普通株式の交付方法 

当会社は、普通株式対価取得請求の効力

発生後、当該普通株式対価取得請求をし

たＡ種種類株主に対して、当該Ａ種種類

株主が指定する株式会社証券保管振替

機構又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録

を行うことにより普通株式を交付する。 

6. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 取得条項の内容 

当会社は、2023 年 4 月 1 日以降いつでも、

当会社の取締役会が別に定める日（以下「金

銭対価償還日」という。）が到来することを

もって、Ａ種種類株主等に対して、金銭対

価償還日の 14 日前までに書面による通知

（撤回不能とする。）を行った上で、当該金

銭対価償還日における分配可能額を限度と

して、法令の許容する範囲内において、下

記(2)に定める金額（以下「償還価額」とい

う。）の金銭を対価として、Ａ種種類株式の

全部又は一部を取得することができる（以

下「金銭対価償還」という。）。 

Ａ種種類株式の一部を取得するときは、按

分比例その他当会社の取締役会が定める合

理的な方法によって、Ａ種種類株主から取

得すべきＡ種種類株式を決定する。 

(2) 償還価額 

(a) 基本償還価額 

Ａ種種類株式１株当たりの償還価

額は、以下の算式によって計算され

る額（以下「基本償還価額」という。）

とする。 



（基本償還価額計算式） 

基本償還価額 ＝ Ａ種種類株式

の１株当たりの払込金額×(１

＋0.1)m＋n/365 

払込期日（同日を含む。）から金銭対

価償還日（同日を含む。）までの期間

に属する日の日数を「m 年と n 日」

とする。 

(b) 控除価額 

上記(a)にかかわらず、金銭対価償還

日までの間に支払われたＡ種優先

配当金（金銭対価償還日までの間に

支払われたＡ種累積未払配当金相

当額を含み、以下「償還請求前支払

済配当金」という。）が存する場合に

は、Ａ種種類株式１株当たりの償還

価額は、次の算式に従って計算され

る控除価額を上記(a)に定める基本

償還価額から控除した額とする。な

お、償還請求前支払済配当金が複数

回にわたって支払われた場合には、

償還請求前支払済配当金のそれぞ

れにつき控除価額を計算し、その合

計額を基本償還価額から控除する。 

（控除価額計算式） 

控除価額 ＝ 償還請求前支払済

配当金×(１＋0.1)x+y/365 

償還請求前支払済配当金の支払日

（同日を含む。）から金銭対価償還

日（同日を含む。）までの期間に属す

る日の日数を「x 年と y 日」とする。 

7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権

の排除 

当会社が株主総会の決議によってＡ種種類

株主との合意により当該Ａ種種類株主の有

するＡ種種類株式の全部又は一部を取得す

る旨を決定する場合には、会社法第 160 条

第２項及び第３項の規定を適用しないもの

とする。 

8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 



 

  

(1) 当会社は、Ａ種種類株式について株式の

分割又は併合を行わない。 

(2) 当会社は、Ａ種種類株主には、募集株式

の割当てを受ける権利又は募集新株予

約権の割当てを受ける権利を与えない。 

(3) 当会社は、Ａ種種類株主には、株式無償

割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

9. 優先順位 

(1) Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相

当額及び普通株式を有する株主又は普

通株式の登録株式質権者（以下「普通株

主等」と総称する。）に対する剰余金の

配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当金

相当額が第１順位、Ａ種優先配当金が第

２順位、普通株主等に対する剰余金の配

当が第３順位とする。 

(2) Ａ種種類株式及び普通株式に係る残余

財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式

に係る残余財産の分配を第１順位、普通

株式に係る残余財産の分配を第２順位

とする。 

(3) 当会社が剰余金の配当又は残余財産の

分配を行う額が、ある順位の剰余金の配

当又は残余財産の分配を行うために必

要な総額に満たない場合は、当該順位の

剰余金の配当又は残余財産の分配を行

うために必要な金額に応じた按分比例

の方法により剰余金の配当又は残余財

産の分配を行う。 

 



（下線は変更部分を示します） 

 

以 上 

現 行 定 款 変 更 案 

(新設) (種類株主総会) 

第 18 条の 2 

第 12 条の規定は、定時株主総会と同日に開催され

る種類株主総会について準用する。 

２．第 14 条、第 15 条、第 16 条及び第 18 条の規定

は、種類株主総会について準用する。 

３．第 17 条第 1 項の規定は、会社法第 324 条第 1

項の規定による種類株主総会の決議について、第 17

条第 2 項の規定は、会社法第 324 条第 2 項の規定に

よる種類株主総会の決議について、それぞれ準用す

る。 


